
様式第３号（第８条関係） 

 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

令和８年３月１０日 

 

福島県会津若松建設事務所長 阿部 弘明 

 

工事（委託業務）番号 第２５－４１３４０－０３７０号 

工事（委託業務）名 県営住宅改善工事（外壁改修） 

質   問   事   項 

１ 外部足場組立の際、足場柱脚部に障害物等（植栽等）が有る場合は、協議変更は可能 

でしょうか。 

 

２ 仮設電気及び仮設水道においては、小メーターを取付利用出来ると考えて宜しいで 

しょうか。 

 

３ 施工上必要とされる仮設物等が追加となった場合は、協議変更は可能でしょうか。 

 

４ 物置改修時、屋根上の昇降設備や屋根水下部の転落落下防止等の安全設備が必要時に

は、協議変更は可能でしょうか。 

 

５ 竪樋や竪樋固定金具等の腐食が酷く塗装塗替えが不可能な場合は、協議変更は可能で

しょうか。 

 

６ 金抜き設計書２３頁の代価表において、「刊行物２ ガラス養生」の単価については、

「建築コスト情報」「建築施工単価」のどちらを採用していますでしょうか。または平

均値でしょうか。 

 

回   答   事   項 

１ 協議に応じることは可能です。 

 

２ 貴見のとおりです。 

 

３ 協議に応じることは可能です。 

 

４ 協議に応じることは可能です。 

 

５ 協議に応じることは可能です。 

 

６ 建築コスト情報を採用しています。 

 

 


